
２６ 

定款一部変更 

 

現行定款の一部を次のとおり改めたいと存じます。 

変更の内容は、次のとおりです。（下線   は追加部分、下線   は変更部分であります） 

現行定款 変更案 

 

第５章 役員 

 

（略） 

 

（役員の報酬等） 

第 26条 理事及び監事は、無報酬とする。 

 

 

 

２（条文省略） 

 

３ 前項規程に関わらず、常勤の理事には総会

において定める総額の範囲内で、総会におい

て別に定める報酬等の基準に従って計算した

額を報酬等として支給することができる。 

 

 

第５章 役員 

 

（略） 

 

（役員の報酬等） 

第 26 条 理事及び監事は、無報酬とする。た

だし、外部理事及び外部監事には、総会の決

議により報酬を支払うことができる。 

 

２（現行どおり） 

 

３ 第１項の規程に関わらず、常勤の理事には

総会において定める総額の範囲内で、総会に

おいて別に定める報酬等の基準に従って計算

した額を報酬等として支給することができ

る。 

 

 

 

 

 

 

附則 この改正規約は、令和７年５月２８日か

ら施行する。（上記の日付は総会の日。但し、「改

正公益法人法」は令和７年４月１日より施行） 

 

 


